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資料１

「もにす認定制度」における評価項目の
準用について

（『（仮称）もにす準拠指標制度』）
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「もにす認定制度」における評価項目と配点一覧

厚生労働省「もにす認定制度」リーフレットより

■もにす認定の評価項目のうち、質的向上の
ための様々な取り組みの結果（成果）を
測定する部分に該当する左記赤枠の各項目を
全企業に共通する「障害者雇用の質」を測る
指標として位置づける

■各企業はこれらの自己採点ならびに審査
申請をハローワーク等審査機関におこない、
その得点レベルに応じて現行の障害者雇用率
制度における一定のメリットを受けることが
できるものとする（→資料2へ）

■本制度の適用は、障害者雇用納付金の対象
となる企業（現行は従業員数100人超）に
ついては必須とし、それ以外の企業（同100
人以下）については任意とする

■評価結果については、毎年のロクイチ報告に
向けた障害者雇用率実績等の申告と同時に
行うものとし、現行の「もにす認定制度」と
異なり、年1回の申請（更新）を必須とする

【提案】「もにす認定制度」における評価項目の一部をそのまま準用する（仮称：『もにす準拠指標制度』） 資料１①
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【Q１】なぜ「もにす認定制度」の成果（アウトカム）の項目のみを使用するのか
定量的な測定が難しく、企業によって違いの大きい取り組み系項目よりも、定量化しやすく、また共通化しやすい成果系の項目にあえて絞ること

定量化しやすい項目に絞ることで、企業側、審査側（労働局orハローワーク）双方の手間、労力が最小化されること

全公務部門で義務化されている「障害者活躍推進計画」における設定目標（※）項目と内容的に一致しており、関係者間の納得度が高いこと

例：厚生労働省『障害者活躍推進計画』
※「障害者である職員の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施により達成
しようとする目標」（R5.3.31版）

①採用に関する目標

〇計画期間を通じ、厚生労働省全体として、法定雇用率を上回る水準を維持する。
※厚生労働省内の多様な職場で、障害のある職員と共に働くことを目指し、それぞれの職場の雇用率の
平準化（底上げ）に取り組む。（参考）令和3年6月1日時点の実雇用率：2.91%

②定着に関する目標

〇職場環境（就労環境、労働条件、人間関係、職務内容）を理由とする不本意な
離職を極力生じさせないことを目指す。
（参考）平成30年10月23日から令和3年6月1日までに採用した障害者について、前回調査（令和

2年6月2日）以降職場環境を理由とした離職は1名

整合

整合

資料１②

SAFHG
テキスト ボックス
今後の障害者雇用促進制度の　　在り方に関する研究会	第2回(R7.2.28）資料１－２参考資料



例：厚生労働省『障害者活躍推進計画』
※「障害者である職員の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施により達成
しようとする目標」（R5.3.31版）

③満足度、ワーク・エンゲージメントに関する目標
【満足度評価】以下の目標を達成することを目指す。
・厚生労働省で働いていることの全体満足度90％（「満足」と「やや満足」の合計。以下同じ。）
・相談体制等の職場環境の満足度90％
・勤務する上での障害への配慮の満足度90％
（参考）令和3年6月1日時点の満足度：全体満足度90％、相談体制等の職場環境の満足度75％、

勤務する上での障害への配慮の満足度78％
【ワーク・エンゲージメント】
〇「仕事をしていると活力がみなぎるように感じる」及び「自分の仕事に誇りを感じる」の
2項目について、令和2年度調査の数値を基準として、安定的に上回ることを目指す。
（参考）令和3年6月1日時点：「仕事を…」3.70（令和2年度3.44）「自分の…」4.02（同3.78）

整合

④キャリア形成に関する目標
〇（ⅰ）「担当する業務を広げていきたいと思っていますか？」 （ⅱ）「昨年1年間で、
担当する業務が広がりましたか（仕事の種類や難しさなど） これについて…
（ⅰ）の質問に対し、「是非広げたい」、「広げても構わない」と回答した者のうち、
（ⅱ）の質問において、「大きく広がった」、「少し広がった」と回答する者
が100％となることを目標とする。

整合

資料１③
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【Q２】なぜ従業員数規模によって“必須”と“任意”に分けるのか
現行は従業員数100人超の企業が障害者雇用納付金の徴収対象となっているが、これと同じ基準を本制度についても適用することで、
必須となる企業においては、「雇用の量（数）」だけなく「雇用の質」の向上のさらなる動機づけが期待できること（なお、今後障害者雇用
納付金の徴収対象企業の見直しがなされた場合は、本制度の適用対象も同様に見直すべきと考える）。

また、障害者雇用率制度全般にかかる事務作業量の観点からも、対象企業を絞らない方法をとることは非現実的であり、何らかの基準で
仕分けをする必要があると考えること。

【Q3】なぜ現行の「もにす認定制度」と異なり、年1回の申請（更新）を“必須”とするのか

本制度は「もにす認定制度」における評価項目の一部をそのまま利活用するものであるが、別紙（資料2）のとおり、その評価結果が障害者
雇用率制度における毎年の経済的なインパクト等（調整金、報奨金、納付金等）に直接影響を及ぼすものであるため、一度認定されれば
余程の事情がない限り取り消されることがない現行の「もにす認定制度」の考え方とは、一線を画す必要があること。

なお、上述の通り現行の「もにす認定制度」には認定取得後の更新審査などPDCAを回す仕組みがセットアップされいないため、いわゆる
“認定された者勝ち”のような状態を容認せざるを得ず、制度自体の長期的な品質の担保が十分とは言えない。そこで、本制度の施行と
同時に「もにす認定制度」にも有効期限の考え方を導入することによって、より良い形にブラッシュアップできるのではないかと考える。

資料１④
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Appendix

・「なお、目標は、可能な限り定量的なものとする等その達成状況を客観的に
判断できるものとすることが望ましい」
・「障害者の活躍推進に関する取組（アウトプット）ではなく成果（アウトカム）
を設定することを基本」
・「採用に関する目標（実雇用率等）の設定は必要」
・「採用に関する目標とは、法第38条第1項の規定に基づく採用計画（法定雇用率を
達成することを目的とする計画）とは別のもの」
・「法定雇用率以上にどの程度、雇用障害者数・実雇用率を目指すかという点に
ついても、障害者の活躍を推進する上で必要な視点」

・「定着に関する目標（定着率等）を設定することが必要」
・「定着率等とは障がいのある職員の平均勤続年数等を想定しており、定着率のほか、
平均勤続年数を設定することも考えられる」
・「定着率を設定する場合には、常勤・非常勤を区別して・・・採用後６ヵ月および
１年の定着率をそれぞれ設定することが考えられる」
・「定着率の目標として設定することが適切でないものと判断した場合、勤続年数を
定着に関する目標として設定することが考えられる
・「目標水準としては、絶対値を設定するほか、前年度などと比較しての増加幅を
設定することも考えらえる」

「障害者である職員の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施により達成しようとする目標」の策定
要領に関する記述（抜粋）

「障害者活躍推進計画の作成手引き」（厚生労働省 2023/4）より

①採用に関する目標

②定着に関する目標

・「また、満足度又はワークエンゲージメントに関するデータを収集し、原因、課題等を
整理及び 分析するとともに、その目標（満足度の割合等）を設定することが望ましい
・満足度については、厚生労働省が国の行政機関に対して実施を依頼した「職場等の
満足度に関するアンケート調査」も参考に、各機関の実情に応じてアンケート調査表を
作成し、調査を実施することも考えられる
・「ワーク・エンゲージメント」とは…（略）…健康増進と生産性向上の両立に向けた
キーワードとして、近年注目されている概念
・調査方法として最も望ましいのは第三者による調査だが…（略）…機関自らの調査
でも差し支えない

③満足度、ワーク・エンゲージメントに関する目標

④キャリア形成に関する目標
・常勤職員の採用はもとより、意欲・能力に応じた非常勤から常勤への転換も重要
・また、任期付きの非常勤職員等について、各機関における勤務経験も生かし、任期の
終了後においても引き続き公務内外で就労できるような職務選定や任期中のサポート等
を実施する等の配慮を行うことは重要
・本人の希望や業務目標等の踏まえつつ、実務研修、向上研修等の教育訓練を実施
することも重要
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一般社団法人 障害者雇用企業支援協会（SACEC）

25.02.28.

資料２

『（仮称）もにす準拠指標制度』の
「障害者雇用率制度」への展開方法について
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【提案】「（仮称）もにす準拠指標制度」の「障害者雇用率制度」への展開方法・2つのイメージ
〈イメージA 付加倍率方式〉

☜「もにす認定」は、企業単体に対する評価であり、雇用率制度におけるグループ適用の
ような概念はないため、「もにす準拠指標」においても、同様に調整可能なのは個々の
会社の実績数値とすべきである。

☜一般企業と特例子会社とでは、障害者雇用における様々な側面で特例子会社が
有利になるため、付加倍率に差を設けるべきではないか。また、これにより一部課題視
されている親会社やグループ適用会社の特例子会社依存を緩和、改善する効果も
期待できる。

☜各社における対外発表数値については、調整前、調整後どちらでも選択可としたらどうか
（ただし、調整後の雇用率を用いる場合は、「2.75％（※注）」とし、注記として「もにす
準拠評価結果反映後数値」と記載）

資料２①

もにす準拠指標の反映方法（イメージ）
【前提条件】

満点 24点
最低合格点 6点

【シミュレーション】

付加倍率 6～10点 11～15点 16～20点 21～23点 24点満点

一般企業 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

特例子会社 1.0 1.0 1.0 1.1 1.2

付加ルール

例 親会社 特例子会社 G適用会社１ G適用会社２

常用雇用
労働者数

雇用ポイント数 200pt 200pt 50pt 50pt

総ポイント数

G適用雇用率

↓ ↓ ↓ ↓ ↓

もに準得点 5点 24点 4点 12点
付加倍率 なし 1.2 なし 1.2
付加調整後
ポイント数 200pt 240pt 50pt 60pt

付加調整後
総ポイント数
調整後

G適用雇用率

もにす準拠指標（「もに準」）＝もにす認定「成果（アウトカム）」指標4側面
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（雇用状況／定着状況／満足度・ワークエンゲージメント／キャリア形成）

・企業規模の大小、もにす認定の有無にかかわらず、「もに準」における最低合格点を取得した
企業であること
・上記得点レベルに応じて上記付加倍率をその企業の障害者ポイント数に乗じ、これを障害者
雇用率算定（グループ適用も同様）に使用することができるものとする

20,000人

2.50%

500pt

☜現行「もにす認定制度」の配点とし、その評価基準も同様とする

550pt

2.75%

障害者雇用
納付金制度

・同制度における納付金、調整金の算定等は付加調整後の雇用率を用いて運用する

・同様に、勧告、指導、社名公表等に関する評価も付加調整後の雇用率を用いて運用する
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〈イメージＢ 分母調整方式〉

☜「もにす認定」は、企業単体に対する評価であり、雇用率制度におけるグループ適用の
ような概念はないため、「もにす準拠指標」においても、同様に調整可能なのは個々の
会社の実績数値とすべきである。

☜一般企業と特例子会社とでは、障害者雇用における様々な側面で特例子会社が
有利になるため、分母調整率に差を設けるべきではないか。また、これにより一部課題視
されている親会社やグループ適用会社の特例子会社依存を緩和、改善する効果も
期待できる。

☜各社における対外発表数値については、調整前、調整後どちらでも選択可としたらどうか
（調整後の雇用率を用いる場合は、「2.64％（※注）」とし、注記として「もにす準拠評
価反映後数値」と記載）

資料２②

もにす準拠指標の反映方法（イメージ）
【前提条件】

満点 24点
最低合格点 6点

【シミュレーション】

分母調整率 6～10点 11～15点 16～20点 21～23点 24点満点

一般企業 5% 10% 15% 20% 25%

特例子会社 - - - 5% 10%

調整ルール

例 親会社
（除外率30％）

特例子会社
（除外率適用無）

G適用会社１
（除外率適用無）

G適用会社２
（除外率20％）

合計

実常用雇用
労働者数 20,000人 500人 3,500人 2,500人 26,500人

除外率適用後 14,000人 500人 3,500人 2,000人 20,000人

障害者ポイント数 100pt 300pt 70pt 30pt 500pt

除外後雇用率 0.71% 60.00% 2.00% 1.50% 2.50%

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

もに準得点 10点 24点 5点 16点 ―

分母調整率 5% 10% なし 15% ―
分母調整後
常用労働者数 13,300人 450人 3,500人 1,700人 18,950人

障害者ポイント数 100pt 300pt 70pt 30pt 500pt
分母調整後
雇用率 0.75% 66.67% 2.00% 1.76% 2.64%

障害者雇用
納付金制度

・同制度における納付金、調整金の算定等は分母調整後の雇用率を用いて運用する

・同様に、勧告、指導、社名公表等に関する評価も分母調整後の雇用率を用いて運用する

もにす準拠指標（「もに準」）＝もにす認定「成果（アウトカム）」指標4側面
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（雇用状況／定着状況／満足度・ワークエンゲージメント／キャリア形成）

☜現行「もにす認定制度」の配点とし、その評価基準も同様とする

・企業規模の大小、もにす認定の有無にかかわらず、「もに準」における最低合格点を取得した
企業であること
・上記得点レベルに応じて上記分母調整率をその企業の常用雇用労働者数から減じ、これを
障害者雇用率算定（グループ適用も同様）に使用することができるものとする（除外率対象
企業はその除外率に上記調整率をそのまま付加できるものとする）
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資料3

障害者雇用 人材移動の構造

一般社団法人障害者雇用企業支援協会（SACEC）

25.02.28.

SAFHG
テキスト ボックス
今後の障害者雇用促進制度の　　在り方に関する研究会	第2回(R7.2.28）資料１－２参考資料



厚生労働省が公表しているデータを用いて、障害者雇用に関する人材マーケットの構造を想定してみる

使用したデータ
①令和５年障害者雇用状況の集計結果（ロクイチ報告）
②２０２３年障害者雇用実態調査

両者には

①は雇用義務のある企業からの報告であり、悉皆的なデータ
②はサンプル調査をベースとした推計値

という相違があるため、それぞれからアウトプットされた数値を一つの計算式の中で用い
ることは本来適切ではないが、算出された結果を参考値として考察してみたい

資料３①
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ロクイチ報告（２０２３年）の算定基礎
労働者数をベースとして、２.７％を
充足させるために必要な人数を算定

ロクイチ報告（２０２３年）での
雇用人数

７４３,１３９カウント

６４２,１７８カウント

＝

＝

①

②

＝ ８４,１３４人

※カウント数から実人数を算出する際に
用いる係数を1.2と仮定

２.７％を充足させるために必要な
カウントの増加数（①ー②）

１００,９６１カウント＝
③

２.７％を充足させるために必要な
実人数の増加数（③/１.２）

④

【2.7％を充足させるために必要な障害者の人数】

ロクイチ報告（２０２３年）から算定
した一年間に新たに就職する障害
者の数（従業員規模４３.５人以上）

一年間に増加した就労する障害
者の数（純増数）

２３年から２７年までの４年間で
増える就労する障害者の数
（⑦×４）

ロクイチ報告（２０２３年）から算定
した一年間に退職する障害者の
数（従業員規模４３.５人以上）

５６,０００人

３８,０００人

⑤

⑥

７２,０００人

１８,０００人

⑦

⑧

＝

＝

＝

＝

【就労する障害者の増加人数（４年間）】

算定基礎労働者数として２０２３年の数値を用いているが、２.７％となった時点では、雇用義務の
ある企業が従業員規模３７.５人以上まで拡大されるため、報告の対象企業数が増え、それに伴
い算定基礎労働者数も大幅に増えることが想定される

即ち、①並びに③の数値が、現実にはここで示した数値より大幅に拡大することは間違いなく、
④に示した実人数の増加も１０万人を上回るものとなることを想定する必要があるものと思われる

２.７％を充足させるために不足する障害者の人数

⑧－④ ＝ ▲１２,０００人
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法定雇用率２．７％を実現するために
雇用可能な障害者はどこにいるだろうか？

障害者の数 ＝ １１６０２千人

障害者手帳所持者の数 ＝ ６１００千人

障害者手帳所持者の内、就労可能年齢にある数 ＝ ２２５５千人

就労継続支援A型利用者の数 ＝ ９９千人

就労継続支援B型利用者の数 ＝ ４００千人

就労移行支援機関利用者の数 ＝ ４０千人

一般就労へ移行する人数 ＝ ４９千人

特別支援学校を卒業し一般就労する人 ＝ ７千人

リタイアする人数 ＝ ３８千人
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＜年齢＞

障害者手帳所持者の内、
就労可能年齢の人数 2255千人

老

高

若

低
＜就労能力＞

障害者手帳所持者の数 6100千人

歳

歳

型利用者
千人

就労移行支
援利用者
千人

障害者の数 千人

雇用義務
のある企業
（ 人以
上） 千人

＋

雇用義務
のない企業
（ 人未
満）
千人

型利用者
千人

①

①

①

未就
労
ゾー
ン

千人

① 一般就労へ移行する人数
４９千人/年

特別支援学校

② 就職する新卒者数
７千人/年

公務部門
就労者
千人

1年間の純増者数は
新卒7千人＋中途４９千人＝５６千人
年間の退職者数が３８千人の為
年間の純増者数は18千人の見込み

令和5年の6月1日状況から令和8年の
2.7％充足させるに必要な人数は
約８４千人

①

③

③ リタイアする人数
３８千人/年型

型

【障害者雇用人材マーケットの構成イメージ】 資料３④
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資料４

高齢従業員の福祉的就労への
スムーズな移行実現

一般社団法人障害者雇用企業支援協会（SACEC）

25.02.28.
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障害者雇用において、企業と就労継続支援事業所との連携は非常に重要。企業と就労継続支援事業所の
連携を強化していけば、障害者がスムーズに福祉的就労へ移行できる環境を整備していくことができる。

具体的には、定期的な情報共有と連絡体制の確立が必要であり、例えば月に一度の定期会議を設け、障
害者の就労状況や課題、改善策について話し合う場を設けることが重要である。

また、今回導入された障害者の就労能力や適性を評価するアセスメントを、広く関係機関に利用していた
だきたい。これにより、障害者の能力やニーズに応じた適切な支援が提供されることが期待される。

さらに、企業と支援事業所の連携を客観的に評価・監督するために、第三者機関（例：ハローワーク等）の
関与も望まれる。定期的にモニタリングを受けることで、連携の質が評価され、その効果を高めることがで
きる。

最後に、企業と支援事業所が連携する際の具体的な手順やルールを明文化したガイドラインを策定が求
められる。このガイドラインには、情報共有の方法、アセスメントの実施手順、緊急時の対応方法などが含
まれ、企業と支援事業所の双方がガイドラインを遵守することで、連携の質を向上を期待し得る。

１ 企業等と就労継続支援事業所との間で必要な連携協力方法やそのためのルール
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２．雇用、及び福祉分野の関係機関の連携による適切かつ円滑な活用やサポート方法

障害者の福祉的就労への移行を円滑に進めるためには、雇用及び福祉分野の関係機関の連携
が不可欠である。

具体的には、地域の支援機関（例：障害者就業・生活支援センター、ハローワーク、相談支援事業
所など）を中心に、支援ネットワークを強化することが求められる。これにより、障害者が必要な支
援を受けやすくなり、福祉的就労への移行がスムーズに進むことが期待される。具体的には、定
期的な連絡会議や情報共有の場を設け、各機関が連携して支援する体制を整備すべきである。

また、2023年の法改正で提案された、雇用及び福祉分野の両方に精通した専門スキルを醸成す
るための研修プログラムを、雇用分野でも精力的に実施すべきである。これにより、各機関の職員
が障害者の支援に必要な知識とスキルを身につけ、適切な支援を促進できるようになる。研修プ
ログラムは、基礎的な知識から専門知識まで段階的に提供し、継続的なスキルアップを図ることが
可能となる。

さらに、障害者が、雇用と福祉の併用に移行した後も、支援を充実させることが重要である。障害
者就業・生活支援センターなどの支援機関が、定期的にフォローアップを行い、就労環境の改善や
課題解決に取り組むことが求められる。また、企業も連携して、障害者が長期的に働き続けられる
支援体制を整備して参りたい。
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３．併用の期間や併用時の勤務形態等について、必要な条件やルール

障害者が一般就労から福祉的就労へ移行する際の併用期間や勤務形態について、以下のような
条件やルールを検討したい。

まず、一般就労と福祉的就労の併用期間を明確に設定することが重要である。例えば、併用期
間は最大で24ヶ月とし、その間に障害者の就労能力や適性を評価し、最適な就労形態を決定
することが考えられる。併用期間中は、定期的にアセスメントを実施し、進捗状況を確認する。
また、併用期間中の勤務形態については、柔軟な対応が求められる。例えば、週3日は企業で
の就労、週2日は福祉的就労（A型・B型事業所）といった形で、段階的に移行を進めることが
考えられる。また、障害者の体調や能力に応じて、勤務時間や業務内容を調整することも重要
である。

さらに、併用期間中は、個別支援計画を策定し、定期的にモニタリングする。個別支援計画に
は、併用期間中の目標や支援内容、評価基準が明記されており、関係機関が連携して支援を提
供するための指針となる。モニタリングの結果に基づき、必要に応じて計画を見直し、適切な
支援を提供することが重要である。

併用期間の終了後も、支援を充実させるべく、障害者就業・生活支援センター等の支援機関が
定期的にフォローアップを行い、就労環境の改善や課題解決に取り組むことが望まれる。
また、企業での就労が週5日から減少し、福祉的就労、特にB型事業所で工賃となると、収入
減少への不安が、障害者本人にとって壁となる。この減少分を、一定期間、公費で補助するこ
とも検討いただきたい。
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障害認定基準の統一化について

一般社団法人障害者雇用企業支援協会（SACEC）
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【知的障害者の認定基準等が都道府県で異なる現状に関する歴史的経緯に関する認識】

障害者雇用促進法が、知的障害者の雇用について根拠を置く知的障害者福祉法は、身体
及び精神の福祉法と異なり、法自体に知的障害の概念規定を設けず、 年の次官通知
等によって地方自治体に示し、実行を求めた判定基準と療育手帳制によって管理を行
なっているが、 年施行の地方分権一括法によって、国が業務の実施を自治体に委ね
る「機関委任事務」制度が廃止されたことに伴って位置づけを失い、現状は判定業務は
通達内容を参考に各自治体が自主的制度として行なっている状態と理解される。

このことに加えて、上記通知の構成上、各自治体においては通知の範囲内において独自
の等級を設け、運営してきたことから、地域によって、手帳の名称をはじめ知的障害の
認定範囲や区分が異なることによる問題の存在が指摘されてきている。

各自治体間の相違点が多少調整されてきた感はあるが、基本的に問題点の解消に至って
いない現状は解決されるべきで、全国共通の基準の明確化が求められるとともに、雇用
と福祉の連携確立という基本的命題からも知的障害者福祉法自体による規定の明示が工
夫されるべきである。
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